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指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 重要事項説明書 
〔 2024年 11月 1日現在 〕 

      

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人社団協友会 

代表者（役職・氏名） 理事長 平岡 邦彦 

所在地・電話番号 埼玉県吉川市大字平沼111番地 / ０４８－９８２－８３１１ 

法人の設立年月日 昭和 53年 7月 1日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１） 事業所の名称等 

名称 吉川中央訪問看護ステーションかえで 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

指定事業所番号               

所在地 〒342-0056 埼玉県吉川市大字平沼101番地23   

電話番号 048－967-5886 

ＦＡＸ番号 048－967-5887 

通常の事業実施地域 吉川市 

 

（２） 事業所の窓口の営業日及び営業時間  

営業日 
月曜日から金曜日まで 

（祝日、12月30日から１月３日までを除く） 

営業時間 
午前９時00分から午後５時00分まで（平日） 

ただし、契約内容により２４時間対応可能な体制を整えます。 
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（３） 事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 

・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指 

揮命令を行います。 

常勤 １人 

看護師等 

・指定訪問看護等の提供に当たります。 

・看護職員（准看護師を除く）は、訪問看護計画書及 

び訪問看護報告書（介護予防訪問看護計画書及び 

介護予防訪問看護報告書）を作成します。 

 

看護師 

常勤  3人以上      

（管理者含む）  

非常勤 0人 

 

３ 事業の運営の方針 

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センタ

ー及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密

接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者

の心身の機能回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

４ サービス内容 

 ① 病状、心身の状況の観察 

 ② 清拭、洗髪等による清潔の保持 

 ③ 食事及び排泄等日常生活の世話 

 ④ 褥瘡の予防・処置 

 ⑤ リハビリテーション 

 ⑥ ターミナルケア 

 ⑦ 認知症患者の看護 

 ⑧ 療養生活や介護方法の指導 

 ⑨ カテーテル等の管理 

 ⑩ その他医師の指示による医療処置 
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５ 利用料等 

   訪問看護を提供した場合の利用料は、介護報酬・診療報酬告示上の額とし、そのサービス 

  が法定代理受理サービスである時は、利用者の方の負担割合に応じて支払いを受けます。 

  詳細は別紙料金表をご参照ください。 

 

６ 交通費 

    通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

     通常の事業の実施地域を越えた地点から3km以上超えた場合以下の交通費をいただきます。        

１回毎 300円+消費税 

 

７ キャンセル料 

キャンセル料は発生いたしませんが、サービスの利用を中止する場合、利用者の容態の急変や急な入

院等、緊急やむを得ない事情がある場合には、至急ご連絡ください。 

 

８ その他の利用料 

    その他の利用料は、利用者が選定（希望）する特別の訪問看護に対する差額費用としての利用や訪問

看護以外のサービスに対する実費負担として、利用をされた場合にお支払いいただきます。 

利用料の種類 要件等 料金 

死後の処置料 
最期の訪問看護の延長として、死後の処

置を行った場合 
１５，０００円+消費税 

休日訪問看護 追加料金 

医療保険による訪問看護の場合のみ 

休日に訪問看護を利用した場合 

保険請求とは別に、１回毎の追加料金 

３，０００円+消費税 

 

９ 利用者負担額、その他の費用の請求方法及び支払方法 

（１） 請求方法 

① 利用者負担額、その他の費用は、利用月ごとの合計金額により請求します。 

② 請求書は、利用月の翌月10日以降の訪問時に請求書をお渡し、または利用者宅へ郵送します。 
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（２） 支払方法 

    請求月の末日までに、下記のいずれかの方法でお支払ください。 

    なお、お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管をしてください。（医療費控除の

還付請求の際に必要となることがあります） 

支払い方法 支払い要件等 

口座自動引落し 
請求月の２８日（振替日が土日祝日の場合は翌営業日） 

に利用者が指定する口座から自動引落しをします。 

銀行振込み 

請求月の２８日までに口座引き落としの確認が取れなかった場合、  

下記の口座に振り込みをお願いします。 

振込手数料はご利用者が負担します。 

埼玉りそな銀行 上尾支店  

普通口座      4078095 

口座名義人  医療法人社団協友会  

吉川中央総合病院  平岡 邦彦 

 

１０ 秘密の保持 

（１） 従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員

でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

（２） 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いませ

ん。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等で利用者の家族の個人情報は用いません。 

（３） 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱

いに努めます。 

11 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族や介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

主治の医師 医療機関の名称  

氏名  

所在地  

電話番号  
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緊急連絡先 

（家族等） 

氏名 （利用者との続柄）  

電話番号  

12 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡する

とともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速や

かに損害賠償いたします。なお、事業者は下記損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 保険名 

東京海上日動火災保険株式会社 介護サービス事業者賠償責任保険 

 

１3 サービス提供に関する相談や苦情 

（１） 苦情処理の体制及び手順 

① サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りです。 

・苦情・相談があった際には、状況を詳細かつ正確に把握するため、場合によっては訪問を実施するな 

ど、慎重に聞き取りや事情確認を行います。 

・特に当事業者に関する苦情である場合には、利用者側の立場に立って事実関係の特定を行います。 

・相談担当者は速やかに、管理者やその他の従業員と共同して、利用者への意見・主張を最大限に尊 

重した上で適切な対応方法を検討します。 

・関係者への連絡調整を迅速かつ確実に行うとともに、必ず、利用者へ対応内容等の結果報告を行い 

ます。（時間を要する場合は一旦その旨を利用者へ伝え、進捗状況を適宜報告するなど、きめ細やか 

な対応を行います。） 

 

（２） 苦情相談窓口 

担当 管理者  石川 久美子 

電話番号 048－967-5886 

受付時間 午前９時0０分～午後５時00分まで（平日） 

受付日 
月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月３０日から１月３日までを除く） 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

吉川市役所 長寿支援課 TEL 048–982-5111 

埼玉県国民健康保険団体連合会  

介護福祉課 苦情対応係 
TEL 048-824-2568 
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１4 第三者評価の実施状況 

実施の有無 無 

 

 

１5 サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１） 看護師等はサービス提供の際、次の業務は行うことができません。 

    ① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い 

    ② 利用者以外の家族のためのサービス提供 

（２） 看護師等に対する金品や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３） 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった時は、できる限り早めに担当の介護支援専

門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（４） 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する水道、電気、ガス等の費用は、利用者のご負担とな

ります。 

（５） 介護保険法の規定により、訪問看護の給付を受けることができる時は、医療保険では行わないこと 

となっています。ただし、要介護者等であっても、次の場合は自動的に適用保険が介護保険から医 

療保険へ変更になります。 

    ① 末期の悪性腫瘍の場合 

    ② 厚生労働大臣が定める疾病等の場合〔厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平２７．３．厚労告９５） （平３０．３．厚労告７８改正）〕 

    ③ 急性増悪により一時的に頻回に訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書を交付された場合

（指示の日から１４日間を限度とする） 

    ④ 精神科訪問看護指示書が交付された場合（認知症が主傷病である場合は除く） 

 

16 その他運営に関する重要事項 

（１）事業所は職員の資質向上のために以下の研修機会を設けるものとし、また業務体制を整備します。 

① 採用時研修   採用後1月以内に実施する。 

② 継続研修    年4回以上実施する。 

 

（２） この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団 協友会理事長と事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとします。 
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重要事項説明書の説明年月日      年     月     日 

 

 

指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の提供開始に当たり、利用者に対して重要事項を説

明しました。  

 

 

事業者 

所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地 

法人名 医療法人社団協友会 

代表者名 理事長 平岡 邦彦 

事業所名 吉川中央訪問看護ステーションかえで      

説明者氏名    印 

 

 

私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意し、交付を

受けました。 

 

 

利用者 

住所  

氏名                           印   

 

代理人 

住所  

氏名                        印   

続柄  

 



吉川かえで看〔医：料金表〕-2024-11

基本利用料

（円） 1割 2割 3割

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 5,550円 555円 1,110円 1,665円

6,550円 655円 1,310円 1,965円

5,050円 505円 1,010円 1,515円

6,050円 605円 1,210円 1,815円

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 週3日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円

（同一建物居住者） 週4日目以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円

週3日目まで 2,780円 278円 556円 834円

週4日目以降 3,280円 328円 656円 984円

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 週3日目まで 5,050円 505円 1,010円 1,515円

（同一建物居住者） 週4日目以降 6,050円 605円 1,210円 1,815円

週3日目まで 2,530円 253円 506円 759円

週4日目以降 3,030円 303円 606円 909円

□ 8,500円 850円 1,700円 2,550円

基本利用料

（円） 1割 2割 3割

□ 機能強化型1 13,230円 1,323円 2,646円 3,969円

□ 機能強化型2 10,030円 1,003円 2,006円 3,009円

□ 機能強化型3 8,700円 870円 1,740円 2,610円

□ 従来型 7,670円 767円 1,534円 2,301円

□ 管理療養費1 3,000円 300円 600円 900円

□ 管理療養費2 2,500円 250円 500円 750円

基本利用料

（円） 1割 2割 3割

□ 負担軽減取組実施 6,800円 680円 1,360円 2,040円

□ 上記以外 6,520円 652円 1,304円 1,956円

月14日目まで 2,650円 265円 530円 795円

月15日目以降 2,000円 200円 400円 600円

④ 深夜訪問看護加算（1回につき） 4,200円 420円 840円 1,260円

⑤ 特別管理加算（Ⅰ）（月1回） 5,000円 500円 1,000円 1,500円

⑥ 特別管理加算（Ⅱ）（月1回） 2,500円 250円 500円 750円

556円 834円

1,285円 2,570円 3,855円（悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア・褥瘡・人工肛門・人工
膀胱ケアに関する研修を受けた看護師による場合）

医療保険による訪問看護の利用料（令和6年6月1日現在）

健康保険法・国民健康法・後期高齢者医療に基づき利用者より所定の額（1割～3割）を徴収いたします。

各種医療費公費負担の医療証をお持ちの方は、基本利用料が減免又は免除されます。

ア　基本利用料①（訪問看護基本療養費）
利用者負担額（円）

週3日目まで

（保健師・助産師・看護師による場合） 週4日目以降

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 週3日目まで

基本療養費

□

□

入院中の外泊時

夜間（18時～22時）

早朝（6時～8時）

緊急訪問看護加算（1日につき）

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合） 同一日に3人以上 2,780円 278円

□

同一日に2人まで 5,550円

□ 12,850円

項目

① 24時間対応体制加算（月1回）

②

イ　基本利用料②（訪問看護管理療養費）

ウ　加算及びその他の療養費（対象の方のみ）
利用者負担額（円）

555円 1,110円 1,665円
訪問看護基本療養費（Ⅱ）

（同一建物居住者）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

□

同一日に2人まで

同一日に3人以上

□

同一日に2人まで

同一日に3人以上

（准看護師による場合） 週4日目以降

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合）

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

（保健師・助産師・看護師による場合）

（准看護師による場合）

555円 1,110円 1,665円

□ 12,850円 1,285円 2,570円 3,855円（悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア・褥瘡・人口肛門・人口
膀胱ケアに関する研修を受けた看護師による場合）

□ 5,550円

基本療養費

□ 訪問看護管理療養費

月の初日

2日以降

利用者負担額（円）

③ 夜間・早朝訪問看護加算（1回につき） 2,100円 210円 420円

深夜（22時～翌朝6時）

630円
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同一建物内1人又は2人 4,500円 450円 900円 1,350円

同一建物内3人以上 4,000円 400円 800円 1,200円

同一建物内1人又は2人 8,000円 800円 1,600円 2,400円

同一建物内3人以上 7,200円 720円 1,440円 2,160円

同一建物内1人又は2人 4,500円 450円 900円 1,350円

同一建物内3人以上 4,000円 400円 800円 1,200円

同一建物内1人又は2人 3,800円 380円 760円 1,140円

同一建物内3人以上 3,400円 340円 680円 1,020円

同一建物内1人又は2人 3,000円 300円 600円 900円

同一建物内3人以上 2,700円 270円 540円 810円

同一建物内1人又は2人 3,000円 300円 600円 900円

同一建物内3人以上 2,700円 270円 540円 810円

同一建物内1人又は2人 6,000円 600円 1,200円 1,800円

同一建物内3人以上 5,400円 540円 1,080円 1,620円

同一建物内1人又は2人 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

同一建物内3人以上 9,000円 900円 1,800円 2,700円

⑨ 5,200円 520円 1,040円 1,560円

□ 重症児又は準重症児等 1,800円 180円 360円 540円

□ 上記以外 1,300円 130円 260円 390円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

2,000円 200円 400円 600円

6,000円 600円 1,200円 1,800円

長時間にわたる療養上必要な指導の場合 8,400円 840円 1,680円 2,520円

⑬ 3,000円 300円 600円 900円

⑭ 2,000円 200円 400円 600円

⑮ 2,500円 250円 500円 750円

⑯ 2,500円 250円 500円 750円

⑰ 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

⑱ 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

⑲ 1,500円 150円 300円 450円

⑳ 1,500円 150円 300円 450円

㉑ 1,500円 150円 300円 450円

㉒ 1,500円 150円 300円 450円

㉓ 50円 5円 10円 15円

□ 780円 78円 156円 234円

□ 10～500円 1～50円 2～100円 3～150円

長時間訪問看護加算

特別管理指導加算

在宅患者連携指導加算（月1回）

看護師等の場合
（週1日）

准看護師等の場合
（週1日）

その他職員の場合
（看護師等・看護補助者）
（週3日まで）

その他職員（看護師等・看
護補助者）の場合（別に厚
生労働大臣が定める場合）
1日1回

その他職員（看護師等・看
護補助者）の場合（別に厚
生労働大臣が定める場合）
1日2回

⑩ 乳幼児加算（1日につき）

⑪ 退院時共同指導加算

⑫ 退院支援指導加算（退院日の訪問時）

⑦ 難病等複数回訪問加算

1日2回

1日3回以上

㉔
医療従事者に対する賃金
改善体制がある場合

⑧ 複数名訪問看護加算

訪問看護医療DX情報活用加算（月1回）

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）1～18

訪問看護ターミナル療養費 ２ 特別養護老人ホーム等

遠隔死亡診断補助加算

訪問看護情報提供療養費 １ 市町村若しくは都道府県又は
指定特定・指定障害児相談支援事業者

訪問看護情報提供療養費 ２ 保育所・幼稚園、義務教育学校、高等学校　等

訪問看護情報提供療養費 ３ 保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月2回）

看護・介護職員連携強化加算(月1回）

専門管理加算（月1回）

訪問看護ターミナル療養費 １

その他職員（看護師等・看
護補助者）の場合（別に厚
生労働大臣が定める場合）
1日3回以上
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利用者負担額は、原則として基本料金料に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額です。

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

<保健師・看護師が行う訪問看護＞
単位数

【10.42】 10割 1割 2割 3割

314 3,271円 328円 655円 982円

471 4,907円 491円 982円 1,473円

823 8,575円 858円 1,715円 2,573円

1,128 11,753円 1,176円 2,351円 3,526円

単位数

【10.42】 10割 1割 2割 3割

2,961 30,853円 3,086円 6,171円 9,256円

3,761 39,189円 3,919円 7,838円 11,757円

<理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護＞
単位数

【10.42】 10割 1割 2割 3割

294 3,063円 307円 613円 919円

265 2,761円 277円 553円 829円

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としての

　リハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問するという位置付けになります。

＜同一建物居住の場合の減算＞

所定単位数の90/100

所定単位数の85/100

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合は、

これら基本利用料も自動的に改訂されます。その場合には、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせいたします。

介護保険による訪問看護の利用料（令和6年6月1日現在）

利用した場合の基本料金は以下のとおりです。

＊地域区分別1単位当たりの単価　10.42円（6級地）

ア　基本利用料

利用者負担額（円）

20分未満

20分以上30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

＜定期巡回・随時対応型訪問介護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合＞

利用者負担額（円）

月額包括報酬　要介護１～要介護４

月額包括報酬　要介護５

利用者負担額（円）

20分以上（1回につき）

20分以上（1日2回を超えた場合）

要件 利用者負担額

1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する利用者に対して訪問看護を行った場合

1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する利用者に対して訪問看護を行った場合

1回当りの所要時間

1回当りの所要時間

1回当りの所要時間

※事業所全体で、前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を
超えている場合、又は算定日が属する月の前６月間において、緊急時訪問看護加算 (Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算 (Ⅰ)
(Ⅱ)、看護体制強化加算 (Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は8単位の減算が適用されます。
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要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

単位数
【10.42】 10割 1割 2割 3割

イ　加算

＊地域区分別1単位当たりの単価　10.42円（6級地）

利用者負担額（円）

626円 1,251円 1,876円

緊急時訪問看護
加算（Ⅱ）

利用者や家族等からの看護に関する相談
に常時対応できる体制にあり、さらに必要に
応じて緊急時訪問を行う場合（1月につき）

574 5,981円 599円 1,197円 1,795円

複数名訪問加算
（Ⅰ）

複数の看護師等が同時に30分未満の訪問
看護を行った場合（1回につき）

254 2,646円 265円

加算の種類 要件

夜間・早朝加算 夜間（１８時～２２時）早朝（6時～8時）に
サービスを提供した場合

基本利用料の２５％（1回につき）

深夜加算 深夜（22時～翌朝6時）にサービスを提供
した場合

基本利用料の50％（1回につき）

緊急時訪問看護
加算（Ⅰ）

※看護業務の負担
軽減体制整備あり

利用者や家族等からの看護に関する相談
に常時対応できる体制にあり、さらに必要に
応じて緊急時訪問を行う場合（1月につき）

600 6,252円

530円 794円

複数の看護師等が同時に30分以上の訪問
看護を行った場合（1回につき）

402 4,188円 419円 838円 1,257円

複数名訪問加算
（Ⅱ）

看護師等が看護補助者と同時に30分未満
の訪問看護を行った場合（1回につき）

201 2,094円 210円 419円 629円

看護師等が看護補助者と同時に30分以上
の訪問看護を行った場合（1回につき）

317 3,303円 331円 661円 991円

長時間訪問看護
加算

特別な管理を必要とする利用者に対して1
時間30分以上の訪問看護を行った場合
（1回につき）

300 3,126円 313円 626円 938円

特別管理加算
（Ⅰ）

特別な管理を必要とする利用者に対し、
サービスの実施に関する計画的な管理を
行った場合（1月につき）

500 5,210円 521円 1,042円 1,563円

特別管理加算
（Ⅱ）

特別な管理を必要とする利用者に対し、
サービスの実施に関する計画的な管理を
行った場合（1月につき）

250 2,605円 261円 521円 782円

専門管理加算
専門の研修を受けた看護師、又は特定行為
研修を修了した看護師による計画的な管理
を行った場合（1月につき）

250 2,605円 261円 521円 782円

口腔連携強化
加算

口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療
機関、介護支援相談員に情報提供した場合
（1月につき）

50 521円 53円 105円 157円

ターミナル
ケア加算

利用者の死亡日前14日以内に2回以上
ターミナルケアを行った場合（当該月につ
き）

2500 26,050円 2,605円 5,210円 7,815円

初回加算（Ⅰ）
（退院日）

新規の利用者又は過去2月において訪問看
護の提供を受けておらず、新たに訪問看護
計画書を作成した場合（1月につき）

350 3,647円 365円 730円 1,095円

初回加算（Ⅱ）
（退院日以降）

新規の利用者又は過去2月において訪問看
護の提供を受けておらず、新たに訪問看護
計画書を作成した場合（1月につき）

300 3,126円 313円 626円 938円

退院時共同指導加
算

退院・退所にあたり当該施設の従業者と共同し、
在宅での療養上の必要な指導を行い、その内容
を提供し、退院・退所後に初回の訪問看護を行っ
た場合（退院・退所につき1回）

600 6,252円 626円 1,251円 1,876円

看護介護職員連携
強化加算

訪問介護員等に対し、喀痰吸引等の業務が
円滑に行われるように支援を行った場合
（1月につき）

250 2,605円 261円 521円 782円

看護体制強化
加算（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める医療ニーズの高い
利用者への訪問看護の提供体制を強化し
た場合（1月につき）

550 5,731円 574円 1,147円 1,720円
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利用者負担額は、原則として基本料金料に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額です。

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

<保健師・看護師が行う予防訪問看護＞

単位数

【10.42】 10割 1割 2割 3割

303 3,157円 316円 632円 948円

451 4,699円 470円 940円 1,410円

794 8,273円 828円 1,655円 2,482円

1,090 11,357円 1,136円 2,272円 3,408円

<理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う予防訪問看護＞

単位数

【10.42】 10割 1割 2割 3割

284 2,959円 296円 592円 888円

142 1,479円 148円 296円 444円

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としての

　リハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問するという位置付けになります。

介護保険による介護予防訪問看護の利用料（令和6年6月1日現在）

利用した場合の基本料金は以下のとおりです。

＊地域区分別1単位当たりの単価　10.42円（6級地）

ア　基本利用料

利用者負担額（円）

20分未満

20分以上30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

利用者負担額（円）

20分以上（1回につき）

20分以上（1日2回を超えた場合）

1回当りの所要時間

1回当りの所要時間

※事業所全体で、前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を
超えている場合、又は算定日が属する月の前６月間において、緊急時訪問看護加算 (Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算 (Ⅰ)
(Ⅱ)、看護体制強化加算 (Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は8単位の減算（12月を超えて実施する場合更に
15単位）が適用されます。

看護体制強化
加算（Ⅱ）

厚生労働大臣が定める医療ニーズの高い
利用者への訪問看護の提供体制を強化し
た場合（1月につき）

200 2,084円 209円 417円 626円

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める当該加算の体制・
人材要件を満たす場合（1回につき）

6 62円 7円 13円 19円

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

厚生労働大臣が定める当該加算の体制・
人材要件を満たす場合（1回につき）

3 31円 4円 7円 10円



吉川かえで看〔介：料金表〕-2024-11

＜同一建物居住の場合の減算＞

所定単位数の90/100

所定単位数の85/100

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合は、

これら基本利用料も自動的に改訂されます。その場合には、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせいたします。

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

単位数
【10.42】 10割 1割 2割 3割

要件 利用者負担額

1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する利用者に対して訪問看護を行った場合

1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する利用者に対して訪問看護を行った場合

イ　加算

＊地域区分別1単位当たりの単価　10.42円（6級地）

利用者負担額（円）
加算の種類 要件

夜間・早朝加算 夜間（１８時～２２時）早朝（6時～8時）に
サービスを提供した場合

基本利用料の２５％（1回につき）

深夜加算 深夜（22時～翌朝6時）にサービスを提供
した場合

基本利用料の50％（1回につき）

緊急時訪問看護
加算（Ⅰ）

※看護業務の負担
軽減体制整備あり

利用者や家族等からの看護に関する相談
に常時対応できる体制にあり、さらに必要に
応じて緊急時訪問を行う場合（1月につき）

600 6,252円 626円 1,251円 1,876円

緊急時訪問看護
加算（Ⅱ）

利用者や家族等からの看護に関する相談
に常時対応できる体制にあり、さらに必要に
応じて緊急時訪問を行う場合（1月につき）

574 5,981円 599円 1,197円 1,795円

複数名訪問加算
（Ⅰ）

複数の看護師等が同時に30分未満の訪問
看護を行った場合（1回につき）

254 2,646円 265円 530円 794円

複数の看護師等が同時に30分以上の訪問
看護を行った場合（1回につき）

402 4,188円 419円 838円 1,257円

複数名訪問加算
（Ⅱ）

看護師等が看護補助者と同時に30分未満
の訪問看護を行った場合（1回につき）

201 2,094円 210円 419円 629円

看護師等が看護補助者と同時に30分以上
の訪問看護を行った場合（1回につき）

317 3,303円 331円 661円 991円

長時間訪問看護
加算

特別な管理を必要とする利用者に対して1
時間30分以上の訪問看護を行った場合
（1回につき）

300 3,126円 313円 626円 938円

特別管理加算
（Ⅰ）

特別な管理を必要とする利用者に対し、
サービスの実施に関する計画的な管理を
行った場合（1月につき）

500 5,210円 521円 1,042円 1,563円

特別管理加算
（Ⅱ）

特別な管理を必要とする利用者に対し、
サービスの実施に関する計画的な管理を
行った場合（1月につき）

250 2,605円 261円 521円 782円

専門管理加算
専門の研修を受けた看護師、又は特定行為
研修を修了した看護師による計画的な管理
を行った場合（1月につき）

250 2,605円 261円 521円 782円

口腔連携強化
加算

口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療
機関、介護支援相談員に情報提供した場合
（1月につき）

50 521円 53円 105円 157円

初回加算（Ⅰ）
（退院日）

新規の利用者又は過去2月において訪問看
護の提供を受けておらず、新たに訪問看護
計画書を作成した場合（1月につき）

350 3,647円 365円 730円 1,095円
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初回加算（Ⅱ）
（退院日以降）

新規の利用者又は過去2月において訪問看
護の提供を受けておらず、新たに訪問看護
計画書を作成した場合（1月につき）

300 3,126円 313円 626円 938円

退院時共同指導加
算

退院・退所にあたり当該施設の従業者と共同し、
在宅での療養上の必要な指導を行い、その内容
を提供し、退院・退所後に初回の訪問看護を行っ
た場合（退院・退所につき1回）

600 6,252円 626円 1,251円 1,876円

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

厚生労働大臣が定める当該加算の体制・
人材要件を満たす場合（1回につき）

3 31円 4円 7円 10円

看護体制強化
加算

厚生労働大臣が定める医療ニーズの高い
利用者への訪問看護の提供体制を強化し
た場合（1月につき）

100 1,042円 105円 209円 313円

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める当該加算の体制・
人材要件を満たす場合（1回につき）

6 62円 7円 13円 19円
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